
第８０号議案 

 

 

町田市立公園条例の一部を改正する条例 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和５年(２０２３年)８月２９日 

 

                                        提出者  町田市長  石 阪 丈 一 



町田市立公園条例の一部を改正する条例 

町田市立公園条例（昭和４５年１２月町田市条例第３８号）の一部を次のように改

正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 
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改正後 改正前 

別表第１（第７条関係） 別表第１（第７条関係） 

都市公園名 有料公園施設の名称 

略 略 

本町田後田公園 本町田後田グラウンド 

本町田後田公園駐車場 

本町田後田公園会議室 

略 略 
 

都市公園名 有料公園施設の名称 

略 略 

本町田後田公園 本町田後田グラウンド 

本町田後田公園駐車場 

 

略 略 
 

別表第２（第７条関係） 別表第２（第７条関係） 

１～３ 略 １～３ 略 

４ 会議室等 ４ 会議室等 

有料公園施設の名称 利用単位 利用時間 専用利用時間 

略 略 略 略 

薬師池西公園体験工房

（調理・工作室） 

略 略 略 

本町田後田公園会議室 ２時間 午前９時から午

後９時まで 

同左 

 

有料公園施設の名称 利用単位 利用時間 専用利用時間 

略 略 略 略 

薬師池西公園体験工房

（調理・工作室） 

略 略 略 

 

備考 略 備考 略 

別表第３（第７条関係） 別表第３（第７条関係） 

有料公園施設の名称 休館日・休場日 有料公園施設の名称 休館日・休場日 
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略 略 

略 

薬師池西公園体験工房

（調理・工作室） 

本町田後田公園会議室 

１月１日から同月３日まで及び１２月２９

日から同月３１日まで 

 

略 略 

略 

薬師池西公園体験工房

（調理・工作室） 

 

１月１日から同月３日まで及び１２月２９

日から同月３１日まで 

 

別表第４（第８条、第８条の２、第２１条関係） 別表第４（第８条、第８条の２、第２１条関係） 

１～３ 略 １～３ 略 

４ 会議室等 ４ 会議室等 

有 料 公 園

施 設 の 名

称 

利用

単位 

入 場 料

の 徴 収

又 は こ

れ に 類

す る 取

扱 い を

し な い

場合 

入場料の徴収又はこれに類する取扱

いをする場合 

入場料が

１，０００

円以下の

金額のと

き。 

入場料が

１，０００

円を超え

３，０００

円未満の

金額のと

き。 

入場料が

３，０００

円以上の

金額のと

き。 

略 略 略 略 略 略 

薬 師 池 西

公 園 体 験

工 房 （ 調

理 ・ 工 作

室） 

略 略 略 略 略 

有料公園

施設の名

称 

利用

単位 

入 場 料

の 徴 収

又 は こ

れ に 類

す る 取

扱 い を

し な い

場合 

入場料の徴収又はこれに類する取扱

いをする場合 

入場料が

１，０００

円以下の

金額のと

き。 

入場料が

１，０００

円を超え

３，０００

円未満の

金額のと

き。 

入場 料が

３，０００

円以 上の

金額 のと

き。 

略 略 略 略 略 略 

薬師池西

公園体験

工房（調

理・工作

室） 

略 略 略 略 略 
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本 町 田 後

田 公 園 会

議室 

２時

間 

５００

円 

１，０００

円 

１，５００

円 

２，０００

円 

 

備考 略 備考 略 

５ 略 ５ 略 
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附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年１２月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の

日から施行する。 

 （準備行為） 

２ この条例の施行の日以後の本町田後田公園会議室の利用に関し必要な手続その他

の行為は、同日前においても、この条例による改正後の町田市立公園条例の規定の

例により行うことができる。 
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